
 

呉市建設工事一般競争入札（事後審査方式）事務処理要綱 

 

 

１ 趣旨 

  この要綱は，呉市が実施する，入札後に入札に参加する者に必要な資格を審査する建

設工事の一般競争入札（事後審査方式）（以下「一般競争入札」という。）の事務に関

し，必要な事項について定めるものとする。 

 

２ 対象工事 

  一般競争入札の対象となる建設工事（以下「対象工事」という。）は，原則，入札に

付するすべての建設工事とする。ただし，事前に資格審査を要する案件又は市長が特に

必要と認めた場合は，この限りでない。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

  対象工事の入札に参加しようとする者に必要な資格の要件（以下「資格要件」とい

う。）として，次の事項を定めるものとする。ただし，特に理由があると認めるときは，

次の事項を定めないこととすることができる。 

  ア 対象工事の業種について，公告日において呉市建設工事執行規則（平成９年呉市

規則第９号）第５条本文の資格の認定を受けていること。 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しないこと。 

  ウ 対象工事の業種について，建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」と

いう。）第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていること。ただし，対象

工事の内容に応じ，法第１５条の規定による特定建設業の許可を受けていることと

することができる。 

  エ アの資格の認定に係る格付けの等級が，当該入札の公告に定めるものであること。 

  オ 対象工事に必要な監理技術者又は主任技術者等の資格を有する者（経験の有無及

びその時期を指定することができる。）を工事現場に配置（専任配置を条件とする

ことができる。）できること。 

  カ 対象工事の請負対象設計金額が 9,000万円以上である場合は，対象工事の業種に

ついて法第１５条の規定による特定建設業の許可を受けていること。 

  キ 対象工事の請負対象設計金額が 9,000万円以上である場合は，対象工事に必要な

監理技術者の資格を有する者を専任で配置できること。 

  ク 対象工事の公告日から落札決定の日までの間のいずれの日においても，呉市入札

参加資格者指名停止要綱（平成９年４月１日実施。以下「指名停止要綱」とい

う。）に基づく指名停止又は指名停止に至らない事由に関する措置を受けていな

いこと。 



 

  ケ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づいて更生手続又は再生手続開始の申立てがなされていないこと（更

生手続開始後又は再生計画の認可決定後，呉市建設工事入札参加資格の再認定を受

けた者を除く。）。 

  コ 対象工事の公告日から落札決定の日までの間のいずれの日においても，法第

２８条第３項又は第５項の規定による営業停止処分（本件入札に参加し，又は

本件工事の受注者となることを禁止する内容を含まない処分を除く。）を受け

ていないこと。 

  サ 対象工事に係る設計業務の受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株

式を有していないこと及びその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしてい

ないこと。 

  シ 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。 

  ス 法人及びその代表者（委任関係のあるときはその受任者）に市町村税の滞納がな

いこと。 

  セ その他必要と認める事項 

 

４ 資格要件の決定等 

 (1) 契約課長は，対象工事を主管する課の長と協議の上，呉市契約規則（昭和３９年呉

市規則第５０号。以下「契約規則」という。）第４条に規定する公告案を作成し，呉

市入札参加業者選定委員会（以下「委員会」という。）に諮るものとする。 

 (2) 当該工事の入札参加資格要件は，委員会の議を経て，呉市工事請負業者選定に関す

る規程（昭和３９年呉市訓令第８号。以下「規程」という。）第９条第２項に定める

区分に応じ，決定する。 

 

５ 公告 

  市長は，第３項に定める入札に参加する者に必要な資格のほか，対象工事の概要，入

札の手続及び技術資料の記載方法等について定め，契約規則第４条の規定に基づき公告

するものとする。 

 

６ 電子入札システムの使用 

  一般競争入札は，原則として，呉市電子入札実施要領（平成２３年４月１日実施。以

下「要領」という。）に定めるところにより電子入札システムを使用して行うものとす

る。 

 

７ 工事費内訳書の提出 

 (1) 当該工事の入札参加者は，当該工事に係る工事費内訳書を提出しなければならない。 



 

 (2) 入札の際に工事費内訳書の提出がない者は，入札に参加することができない。 

 (3) 工事費内訳書については，所定の様式を用い，指定項目の金額を記入すること。 

 (4) 提出された工事費内訳書が次のアからカまでのいずれかに該当する場合には，当該

工事費内訳書を提出した入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし，その

入札は無効とする。 

  ア 記名押印がない場合（電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書の押

印を除く。） 

  イ 工事名に誤り等があり，意思不明瞭な場合 

  ウ 工事費内訳書の指定の項目に記載がない場合 

  エ 呉市契約課ホームページに掲載された所定の工事費内訳書を使用していない場合

（同等の項目が漏れなく記載されていれば同一とみなす。） 

  オ 入札価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事費総額が相違し

ている場合 

  カ 電子入札システムを使用して工事費内訳書を提出する場合において，ファイルの

破損によりその内容が確認し難い場合 

 (5) 工事費内訳書及び関係書類の作成に要する費用は，提出者の負担とする。 

 (6) 提出された工事費内訳書は，必要に応じ，公正取引委員会及び警察に提出する。 

 (7) 提出された工事費内訳書については返却しないものとする。 

 

８ 入札手続等 

 (1) 入札に参加しようとする者は，対象工事の公告に定める期限までに，工事費内訳書

を提出しなければならない。 

 (2) 入札に参加した者は，その提出した工事費内訳書を書換え，引換え，又は撤回する

ことができない。 

 

９ 開札手続 

 (1) 契約課長は，入札後，要領に基づき，電子入札システムを使用して工事費内訳書を

一括開札するものとする。ただし，障害等により電子入札システムを使用した入開札

手続ができないときは，要領に基づき適切な処置をとるものとする。 

 (2) 契約課長は，最低制限価格以上かつ予定価格以下の価格で入札を行った者のうちの

最低価格入札者を落札候補者として選定した後，落札決定を保留し，当該開札手続を

終了するものとする。その際，落札候補者の名称及び入札金額を読み上げた後，資格

要件の確認後に落札者を決定し，落札者を決定したときは，通知又は連絡する旨を宣

言するものとする。なお，その他の入札者の入札金額を読み上げることはしないもの

とする。 

 (3) 前号の場合において，最低価格入札者が二者以上あるときは，要領に基づき電子く



 

じを実施し，落札候補者を選定するものとする。 

 

１０ 資格要件確認書類の提出 

 (1) 市長は，前項の開札手続の終了後，落札候補者に対し，公告に定める入札参加資格

要件に応じて，次に掲げる資格要件確認書類を指定する期限までに提出するよう，電

子入札システムの資格要件確認書類提出依頼書により求めるものとする。 

  ア 資格要件確認書類提出書（様式第１号） 

  イ 配置予定技術者及び現場代理人の氏名・資格等届出書（様式第２号） 

  ウ 最新かつ有効な経営事項審査総合評定値通知書の写し 

  エ その他別に指定する書類 

 (2) 前号の規定により市長から資格要件確認書類の提出を求められた者が次のアからエ

のいずれかに該当する場合には，その者は資格要件を満たしていないものとみなす。 

  ア 市長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合 

  イ 資格要件の確認のために市職員が行った指示に従わない場合 

  ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合 

  エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない

場合 

 (3) 資格要件確認書類の作成に要する費用は，提出者の負担とする。 

 

１１ 入札参加資格の審査及び落札決定 

 (1) 入札参加資格の審査（以下「審査」という。）は，開札執行時間の順序により行う

ものとする。 

 (2) 審査は，資格要件確認書類により行うものとする。 

 (3) 委員会は，落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により審査を行い，審査

の結果，入札参加資格を有していると認めたときは，その者が入札参加資格を有して

いる旨を決定する。 

 (4) 前号の決定があった場合において，市長は，電子入札システムの落札決定通知書に

より，落札決定した旨を通知するものとする。 

 (5) 第３号の場合において，入札参加資格を有していないと認めたときは，その者が入

札参加資格を有していない旨を決定し，次順位者を落札候補者とし，資格要件確認書

類を資格要件確認書類提出依頼書により求め，審査を行い，落札者が決定するまで審

査を行うものとする。 

  

１２ 当該工事の資格要件を満たさない者の取扱い 

 (1) 資格要件を満たしていない旨の決定がなされた場合には，入札の失格・無効を決

定した上で，市長は，その旨及びその理由を入札参加資格不適格通知書（様式第４



 

号）により当該入札参加者に通知するものとする。 

 (2) 前号の規定により，入札を失格・無効とされた者は，資格要件を満たしていると認

められないと判断した理由の説明を求めること（以下「不適格理由説明請求」とい

う。）ができる。 

 (3) 不適格理由説明請求を行おうとする者は，第１号の規定による通知を行った日から

起算して３日以内に，不適格理由説明請求書（様式第５号）を市長に提出しなければ

ならない。 

 (4) 契約課長は，不適格理由説明請求書の提出を受けたときは，速やかに，不適格理由

説明書（様式第６号）により回答するものとする。 

 

１３ 失格・無効入札 

  市長は，入札参加者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは，当該入札

参加者の入札を失格・無効とする。この場合においては，指名停止要綱に基づく指名停

止措置を行うことがある。 

 (1) 第１０項の規定により市長から資格要件確認書類の提出を求められた者が市長が定

める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合 

 (2) 資格要件の確認のために契約課長が行った指示に従わない場合 

 (3) 審査において第３項に掲げる入札に参加する者に必要な資格を満たさなくなった場

合 

 (4) 第１０項の規定により提出のあった書類に虚偽の事項を記載したことが明らかにな

った場合 

 (5) その他対象工事等に係る契約の相手方となることができない事由が生じた場合 

 

１４ 配置予定技術者及び現場代理人の氏名・資格等届出書に記載する者の取扱い 

 (1) 配置予定技術者及び現場代理人は，契約日時点で配置できる者を記載するものとす

る。 

 (2) 配置予定技術者及び現場代理人を配置することができないにもかかわらず入札した

場合においては，指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 

 (3) 契約締結までの期間においては，公告に定める入札参加資格要件を満たす場合

に限り，配置予定技術者及び現場代理人の変更・差換え等を認める。ただし，総

合評価方式で行う一般競争入札を除く。 

 (4) 配置監理技術者の途中交代については，監理技術者制度運用マニュアルに準

ずるものとする。 

 

１５ 入札結果等の公表 

  入札結果等の公表については，契約課における閲覧及び呉市契約課ホームページへの



 

掲載により行う。 

 

１６ 設計図書等の閲覧等 

 (1) 対象工事の設計図書等は，公告に定める期間，呉市契約課ホームページにおいて閲

覧に供する。なお，設計図書に対する質問は，設計図書に対する質問書（様式第３

号）によって受け付けるものとし，質問に対する回答は閲覧に供する。 

 (2) 前号にかかわらず，公告において設計図書等のＣＤ－Ｒを貸与する旨記載のある対

象工事については，呉市契約課において貸与する。 

 

１７ その他 

  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に市長が定める。 

 

   付 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は，平成２８年４月１日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は，平成２８年６月１日から実施し，改正後の第３項カ及びキの規定について

は，施行日以前に契約を締結し，完了検査の終了していない対象工事についても適用する。 

   付 則 

 この要綱は，平成２９年４月１日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は，平成３０年４月１日から実施する。 

付 則 

 この要綱は，令和元年５月１日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から実施する。 

付 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から実施する。 

付 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から実施する。 

付 則 

 この要綱は，令和５年１月１日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は，令和６年４月１日から実施する。 

   付 則 



 

 この要綱は，令和７年９月１７日から実施する。 

付 則 

 この要綱は，令和８年１月５日から実施する。 

付 則 

 この要綱は，令和８年４月１日から実施する。 


